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　1．議決事項

（１）金融政策決定会合関係

◆･金融市場調節方針の決定に関する件（11月18・19日）

　本委員会は、平成26年11月18・19日の金融政策決定会合において、次回金融

政策決定会合までの金融市場調節方針を下記のとおりとすることを決定した。

記

　マネタリーベースが、年間約80兆円に相当するペースで増加す

るよう金融市場調節を行う。
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◆･資産買入れ方針の決定に関する件（11月18・19日）

　本委員会は、平成26年11月18・19日の金融政策決定会合において、資産の買

入れについて、下記の方針を継続することを決定した。

記

1． 長期国債について、保有残高が年間約80兆円に相当するペースで増加する

よう買入れを行う。ただし、イールドカーブ全体の金利低下を促す観点から、

金融市場の状況に応じて柔軟に運営する。買入れの平均残存期間は7年〜10年
程度とする。

2． ETFおよびJ-REITについて、保有残高が、それぞれ年間約3兆円、年間約900
億円に相当するペースで増加するよう買入れを行う。

3． CP等、社債等について、それぞれ約2.2兆円、約3.2兆円の残高を維持する。
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◆･「当面の金融政策運営について」の公表に関する件（11月18・
19日）

　本委員会は、平成26年11月18・19日の金融政策決定会合において、当面の金

融政策運営について別紙のとおり公表することを決定した。
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◆･「指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本要領」の一部改
正に関する件（11月18・19日)

　本委員会は、平成26年11月18・19日の金融政策決定会合において、平成26年
10月31日の金融政策決定会合の決定に関するもののほか、「金融商品取引法等の

一部を改正する法律」（平成25年法律第45号）第9条の規定の施行に伴い、「指数

連動型上場投資信託受益権等買入等基本要領」（平成25年4月4日決定）注1）を別

紙のとおり一部改正することを決定した。

　

注1 ）　「指数連動型上場投資信託受益権等買入等基本要領」の全文については、インター

ネット・ホームページをご参照ください。
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◆･金融政策決定会合の議事要旨（2014年10月31日開催分）に関
する件（11月18・19日）

　本委員会は、平成26年11月18・19日の金融政策決定会合において、金融政策

決定会合の議事要旨（2014年10月31日開催分）注2）を承認した。

　

注2 ）　インターネット・ホームページをご参照ください（11月25日公表）。
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（２）通常会合関係

◆･第130回事業年度上半期財務諸表の作成等に関する件（10月28
日）

　本委員会は、平成26年10月28日、第130回事業年度上半期（平成26年4月1日か

ら平成26年9月30日まで）財務諸表の作成等について、下記のとおり決定した注3）。

　その後、日本銀行は、第130回事業年度上半期財務諸表にかかる財務大臣の承

認を受け、11月26日、同事業年度上半期財務諸表及び同財務諸表にかかる附属

明細書を公表した。その概要は別添のとおりである。

記

1． 第130回事業年度上半期財務諸表及び同財務諸表に係る附属明細書を別紙の

とおりとすること。

2． 第130回事業年度（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）に係る国庫

納付金について、日本銀行法施行令第17条の規定に基づく平成10年大蔵省告

示第509号の定めにより、概算納付を行わないこと。

　

注3 ）　本件は、本委員会で10月中に決定したものですが、第130回事業年度上半期財務諸

表等の公表後に発刊される月報に掲載する扱いとしました。
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◆･政策委員会月報（平成26年10月）に関する件（11月21日）

　本委員会は、平成26年11月21日、政策委員会月報（平成26年10月）を承認し

た。
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◆･役員給与の改訂に関する件（11月25日）

　本委員会は、平成26年11月25日、「日本銀行における役員の給与等の支給の基

準」（平成10年4月28日決定）に基づき、平成26年度の年収を25年度（役員給与

の減額支給措置勘案前）対比1.3％引き上げることとするため、役員手当を別紙

１のとおり改訂し、平成26年12月1日から適用すること、および別紙２のとおり

対外公表を行うことを決定した。注4）

　

注4 ）　日本銀行の役員の給与等については、インターネット・ホームページをご参照くだ

さい。
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◆･「通貨及び金融の調節に関する報告書」作成に関する件（11月
28日）

　本委員会は、平成26年11月28日、日本銀行法第54条第1項の規定に基づき、

「通貨及び金融の調節に関する報告書」の作成について決定した（なお、日本銀

行は、12月16日、同報告書を財務大臣を経由して国会に提出した）。

　同報告書は、平成26年4月〜9月中に実施した金融政策運営等について記載し

たものであり、その構成は以下のとおりである注5）。

要　　旨

Ⅰ．経済及び金融の情勢

　1．経済の情勢

　（1）国内実体経済

（概況）

（輸出は、弱めないし横ばい圏内の動きとなった）

（鉱工業生産は、駆け込み需要の反動の影響などから減少した）

（設備投資は、企業収益が改善する中で、緩やかな増加基調を辿った）

（住宅投資は駆け込み需要の反動減が続く一方、公共投資は高水準で横ばい

圏内の動きとなった）

（雇用・所得環境は、着実に改善した）

（個人消費は、雇用・所得環境が着実に改善するもとで、基調的に底堅く推

移し、駆け込み需要の反動の影響は上期末にかけて和らいだ）

　（2）物価

　（3）海外経済

　2．金融面の動向

　（1）国際金融資本市場

　（2）短期金融市場

　（3）債券市場

　

注5 ）　同報告書の全文については、インターネット・ホームページをご参照ください（12
月16日公表）。
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　（4）株式市場

　（5）外国為替市場

　（6）企業金融

　（7）量的金融指標

Ⅱ．金融政策運営及び金融政策手段

　1．金融政策決定会合の開催実績

　2．金融政策決定会合における検討・決定

　（1）概況

　（2）「経済・物価情勢の展望」とその中間評価

　（3）金融経済情勢に関する検討

　　　イ．26年4月7、8日の会合

（国際金融資本市場は、幾分落ち着きを取り戻している）

（海外経済は、先進国を中心に回復しつつある）

（わが国の景気は、消費税率引き上げの影響による振れを伴いつつも、基調

的には緩やかな回復を続けている）

（消費者物価の前年比は、1％台前半となっている。予想物価上昇率は、全

体として上昇しているとみられる）

（金融環境は、緩和した状態にある）

　　　ロ．5月の会合

（国際金融資本市場は、新興国も含め全体としては落ち着いている）

（海外経済は、先進国を中心に回復しつつある）

（わが国の景気は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動がみられて

いるが、基調的には緩やかな回復を続けている）

（消費者物価の前年比は、1％台前半となっている。予想物価上昇率は、全

体として上昇しているとみられる）

（金融環境は、緩和した状態にある）

　　　ハ．6月の会合

（国際金融資本市場について、先進国は非常に堅調に推移している。新興国

の市場も全体として落ち着いている）

（海外経済は、先進国を中心に回復している）

（わが国の景気は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動がみられて

いるが、基調的には緩やかな回復を続けている）
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（消費者物価の前年比は、消費税率引き上げの直接的な影響を除いたベース

でみて、1％台前半となっている。予想物価上昇率は、全体として上昇し

ているとみられる）

（金融環境は、緩和した状態にある）

　　　ニ．7月の会合

（国際金融資本市場について、先進国では、低いボラティリティのもとでの

株高と長期金利の低下という構図が続いている。新興国市場についても、

全体として落ち着いている）

（海外経済は、先進国を中心に回復している）

（わが国の景気は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動がみられて

いるが、基調的には緩やかな回復を続けている）

（消費者物価の前年比は、消費税率引き上げの直接的な影響を除いたベース

でみて、1％台前半となっている。予想物価上昇率は、全体として上昇し

ているとみられる）

（金融環境は、緩和した状態にある）

　　　ホ．8月の会合

（国際金融資本市場について、幾分リスクオフの動きがみられる）

（海外経済は、先進国を中心に回復している）

（わが国の景気は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動がみられて

いるが、基調的には緩やかな回復を続けている）

（消費者物価の前年比は、消費税率引き上げの直接的な影響を除いたベース

でみて、1％台前半となっている。予想物価上昇率は、全体として上昇し

ているとみられる）

（金融環境は、緩和した状態にある）

　　　ヘ．9月の会合

（国際金融資本市場は、金利低下と株価上昇が併存する状況に復してきている）

（海外経済は、先進国を中心に回復している）

（わが国の景気は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動がみられて

いるが、基調的には緩やかな回復を続けている）

（消費者物価の前年比は、消費税率引き上げの直接的な影響を除いたベース

でみて、1％台前半となっている。予想物価上昇率は、全体として上昇し

ているとみられる）

（金融環境は、緩和した状態にある）



41平成26年11月　第784号

　（4）金融政策運営を巡る議論

　　　イ．「量的・質的金融緩和」の継続

　　　ロ．「量的・質的金融緩和」の効果

　　　ハ.「成長基盤強化を支援するための資金供給」等の利用

　3．金融市場調節の実施状況

　4．日本銀行のバランスシートの動き

Ⅲ．金融政策決定会合における決定の内容

　1．金融政策運営に関する決定事項等

　2．金融政策決定会合議事要旨

参考計表・資料一覧
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　2．報告事項

●平成26年度上期の検査結果等（検査室）

●金融機関の業務運営動向とリスクの状況に関する定例報告
　（金融機構局）

●新日銀ネット構築プロジェクトの進捗状況（決済機構局、
　システム情報局）

●2014年度上期の本行システムの運行状況（システム情報局）

●2014/9月末における本行バランスシートの状況（企画局）

●国際的な金融規制を巡る最近の動向（金融機構局）
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